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告  示 

 

広島市告示第５０３号  

平成２６年１０月２日  

 土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第６条第４項の規

定により，平成２５年広島市告示第３７０号で指定した特定有害

物質によって汚染されており，当該汚染による人の健康に係る被

害を防止するため当該汚染の除去，当該汚染の拡散の防止その他

の措置を講ずることが必要な区域（以下「要措置区域」とい

う。）の全部について次のとおり指定を解除します。 

 

広島市長 松 井 一 實 

 

１ 指定を解除する要措置区域 

広島市安佐南区祇園三丁目５５０番１の一部 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第

３１条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類 

テトラクロロエチレン 

３ 指定を解除する要措置区域において講じられた汚染の除去等

の措置 

  土壌汚染の除去 

 

広島市告示第５０４号  

平成２６年１０月２日  

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第２項の

規定により，平成２５年広島市告示第３７１号で指定した特定有

害物質によって汚染されており，土地の形質の変更をしようとす

るときの届出をしなければならない区域（以下「形質変更時要届

出区域」という。）の全部について次のとおり指定を解除しま

す。 

 

広島市長 松 井 一 實 

 

１ 指定を解除する形質変更時要届出区域 

  広島市安佐南区祇園三丁目の５５０番１，５６３番１，５６

９番１，５７０番１，６３６番３，６３７番１，６４２番１及

び６４２番３の各一部 

  ２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第

３１条第１項の基準に適合していなかった特定有害物質の種類 

鉛及びその化合物，砒
ひ

素及びその化合物 

３ 土壌汚染対策法施行規則第３１条第２項の基準に適合してい

なかった特定有害物質の種類 

  鉛及びその化合物 

４ 指定を解除する形質変更時要届出区域において講じられた汚

染の除去等の措置 

  土壌汚染の除去 

  


